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官公需における中小石油販売業者に対する配慮について（通知） 

 

 

標記の件について、別添１のとおり、資源エネルギー庁資源・燃料部燃料流通政策室長及び中

小企業庁事業環境部取引課長から当職あてに、官公需における中小石油販売業者に対する配慮に

関する依頼がありました。 

災害時において、警察や消防等の緊急車両への優先給油や、避難所、医療機関、上下水道等の

重要施設への燃料の安定供給を確保することは重要であり、このため、国等又は地方公共団体と

の間で災害時の燃料供給協定を締結している石油組合について、災害時だけではなく、平時にお

いても燃料供給が安定的に行われる環境を維持していくことが重要です。 

こうした観点から、「平成２７年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」（平成２７年８月

２８日閣議決定）において「中小石油販売業者に対する配慮」の項目が設けられ、以降、国等におい

ては、災害時の燃料供給協定を締結している石油組合との随意契約を行うこと等により、当該協

定を締結している石油組合等に係る受注機会の増大に努めることとされてきましたが、「令和８

年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」（令和８年４月２１日閣議決定。以下「令和８年度

基本方針」という。）においては、調達機関における更なる取組の浸透を図る観点から、災害時

に優先的に供給すべきとされている重要施設や緊急車両等については、特に平時と災害時の一

体的な供給契約の検討を求めることを追記する等の記載の見直しが行われました。 

併せて、別添２の「官公需における中小石油販売業者に対する配慮について」（令和８年５月１

９日付け２０２６０４２８資燃部第４号資源エネルギー庁資源・燃料部長・２０２６０４３０中

庁第６号中小企業庁事業環境部長通知）において、ガソリン等の石油製品は日常的に価格が変動す

ることから、契約の方式を問わず、契約単価を設定する際には、固定した価格ではなく、実勢価格を示

す指標に基づく単価を採用することが望ましく、その場合は、資源エネルギー庁が公表する石油製品価

格調査の価格（発注者が所在する都道府県の平均価格）を指標として用いることが適当であるとの考え

方も示されています。 

地方公共団体においては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和４１

年法律第９７号）第８条の規定に基づき、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保す

るために必要な施策を講ずるよう努めることとされているところです。 

貴職においては、令和８年度基本方針及び別添２を十分に踏まえ、貴団体における燃料調達を



 

担当する部局と、入札・契約事務を総括する部局・会計管理部局、予算執行を総括する財政担当

部局等の関係部局間において必要な連携を図りながら、国の施策に準じて、災害時の燃料供給協

定を締結している石油組合等に係る受注機会の増大に努めるようお願いします。 

また、各都道府県においては、貴都道府県内の市区町村に対してもこの旨周知願います。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に基づく技術

的な助言であることを申し添えます。 



 
 

 

経済産業省 

令和８年５月１９日 

総務省自治行政局行政課長 殿 

 

 

資源エネルギー庁資源・燃料部燃料流通政策室長 

中 小 企 業 庁 事 業 環 境 部 取 引 課 長 

 

官公需における中小石油販売業者に対する配慮について（依頼） 

 

 

災害時において、ガソリンスタンド（サービスステーション。以下「ＳＳ」という。） 

は、エネルギー供給の「最後の砦」であり、東日本大震災を契機に全国各地の石油組

合では、地方自治体等との間で災害時の燃料供給協定を積極的に締結しており、協定

を締結した石油組合に属する中小石油販売業者は、緊急車両への優先給油を行うなど、

災害時における石油製品の安定供給に重要な役割を担っています。 

政府のエネルギー基本計画においても、ＳＳは給油や灯油の配送等を通じて国民生

活や経済活動を支える重要かつ不可欠な社会インフラとされており、ＳＳ数が減少す

る中で、災害時にも「最後の砦」として地域を支えるＳＳネットワークの維持・強化

は、喫緊の課題となっています。 

このような背景のもと、地域に必要な燃料供給拠点の維持・確保の観点から、平成 

２７年度の「中小企業者に関する国等の契約の基本方針（以下「基本方針」という。）」に

おいて、「中小石油販売業者に対する配慮」に関する項目を新設し、以降、国等においては、

災害時の燃料供給協定を締結している石油組合との随意契約を行うこと等により、当該協定

を締結している石油組合等に係る受注機会の増大に努めることとしてきました。 

しかしながら、調達機関と地域の石油組合との災害協定の締結については大きな進展

がある一方、随意契約が十分に浸透しておらず、競争入札の結果、必ずしも災害時に

燃料供給ができない地域外の事業者が契約する事例も報告されています。このような

場合、平時の取引がないことにより、災害時に円滑に燃料供給できないだけでなく、

地域のＳＳの減少を加速させ、地域の燃料供給能力の低下により平時における円滑な

燃料調達にも支障をきたすおそれがあります。 

このため、調達機関における更なる取組の浸透を図るため、令和８年度の基本方針

ではその記載ぶりを修正し、趣旨を明確化することとしました。また、地方公共団体

においても国の施策に準じた取組をお願いするため、各都道府県担当部局長宛てに別

添の通知を発出しました。 

別添の通知に基づく対応を適切に実施するためには、商工関係担当部局のみならず、

財政担当部局をはじめ全庁的に連携して取り組んでいただく必要があります。 

別添１ 



 
 

つきましては、各都道府県及び各市区町村において別添の通知の趣旨が改めて徹底さ

れるよう、特段の御配慮をお願いします。 



 
 

 

経済産業省 
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官公需における中小石油販売業者に対する配慮について 

 

 

平素より経済産業行政に御理解と御協力をいただき御礼申し上げます。 

災害時において、ガソリンスタンド（サービスステーション。以下「ＳＳ」という。）

は、エネルギー供給の「最後の砦」であり、東日本大震災を契機に全国各地の石油組

合では、地方自治体等との間で災害時の燃料供給協定を積極的に締結しており、協定

を締結した石油組合に属する中小石油販売業者は、警察や消防等の緊急車両への優先

給油、避難所、医療機関、上下水道等の重要施設に対して燃料の供給を行うなど、災

害時における石油製品の安定供給に重要な役割を担っています。 

他方、全国のＳＳの数は、年々減少し続けており、ＳＳ数が減少する中で、災害時

にも「最後の砦」として地域を支えるＳＳネットワークの維持・強化は、喫緊の課題

となっています。このような背景のもと、地域に必要な燃料供給拠点の維持・確保の

観点から、平成２７年度の「中小企業者に関する国等の契約の基本方針（以下「基本方針」

という。）」において、「中小石油販売業者に対する配慮」に関する項目を新設し、以降、

国等においては、災害時の燃料供給協定を締結している石油組合との随意契約を行うこと等

により、当該協定を締結している石油組合等に係る受注機会の増大に努めることとしてきま

した。 

しかしながら、調達機関と地域の石油組合との災害協定の締結については大きな進展

がある一方、随意契約が十分に浸透しておらず、競争入札の結果、必ずしも災害時に

燃料供給ができない地域外の事業者が契約する事例も報告されています。このような

場合、平時の取引がないことにより、災害時に円滑に燃料供給できないだけでなく、

別添２ 



 
 

地域のＳＳの減少を加速させ、地域の燃料供給能力の低下により平時における円滑な燃

料調達にも支障をきたすおそれがあります。 

このため、令和８年度の国等の契約の基本方針において、災害時に優先的に供給す

べきとされている重要施設や緊急車両等については、特に平時と災害時の一体的な

供給契約を検討するよう求めることといたしました。 

また、ガソリン等の石油製品は日常的に価格が変動することから、契約単価を設定す

る際には、固定した価格ではなく、実勢価格を示す指標に基づく単価を採用することが

望ましく、その場合は、資源エネルギー庁が公表する石油製品価格調査の価格（発注者

が所在する都道府県の平均価格）を指標として用いることが適当であると考えられ、推

奨されます。 

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和４１年法律第９７号）

第８条においては、「地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注機会を確保す

るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」旨定められており、かねて

から格別の配慮をいただいているところであります。なお、経済産業省を含む４省（財

務省、外務省、農林水産省及び経済産業省）の公用車の燃料調達契約についても、令和

８年度より石油組合と随意契約を実施しております。契約単価については、上記の資源

エネルギー庁が発表する「石油製品価格調査 １．給油所小売価格調査（ガソリン、軽

油、灯油）」の給油する各月の前月第二週、第三週及び第四週の「東京」欄の価格の平

均価格を給油する各月の単価としました。貴職におかれましては、国の施策に準じ、下

記の点を踏まえ、中小石油販売業者の受注機会の増大に努めていただくようお願いいた

します。 

なお、本件につきまして、貴都道府県内の市区町村に対しても周知方、よろしくお

願いいたします。 

 

記 

 

 

基本方針における「中小石油販売業者に対する配慮」についての解説 

 

【解説】 

○ 国等又は地方公共団体との間で災害時の燃料供給協定を締結している石油組合

とその協定に参加している中小石油販売業者（組合員企業）の受注機会の増大

に努めることにより、地域の燃料供給拠点を維持していくことがねらいである。 

○ 平時の燃料調達を行う際には、まず当該石油組合との随意契約の実施を検討してほ

しい、ということ（＝①に留意すること）を意図したもの。また、災害協定等に

よって災害時に優先的に供給すべきとされている重要施設や緊急車両等につい

（１０）中小石油販売業者に対する配慮 

国等は、災害時だけではなく、平時においても燃料供給が安定的に行わ

れる環境を維持していくことの重要性に鑑み、燃料調達を行う際には、①

及び⑤に留意するとともに、例えば、②、③及び④のような取組により、

災害時の燃料供給協定を締結している石油組合及び当該協定に参加してい

る中小石油販売業者の受注機会の増大に努めるものとする。 



 
 

ては、平時と災害時の一体的な供給を推進することで、災害時の燃料供給をよ

り確実なものとする観点から、随意契約の検討を誠実に行うこと（＝②の取組）

を求めるもの。 

○ 随意契約の実施が困難であり、一般競争により調達する場合に、上述の重要施

設や緊急車両等については、災害時における優先的な燃料供給体制を確保する

とともに、地域内に燃料供給拠点を有する石油販売業者（石油組合や組合員企

業）が連携して対応することが重要であり、適切な地域要件の設定などを行う

こと（＝③の取組）を求めるもの。 

○ また、随意契約による場合、一般競争による場合又はその他の方法による場合、い

ずれの場合であっても要件を満たす場合には、可能な限り分離・分割発注を行

うこと（＝④の取組）を求めるもの。 

 

 

【解説】 

○ 石油組合と災害時の燃料供給協定を締結している場合には、石油組合との間で

随意契約を行うことができることを記載したもの。 

○ 「費用対効果等も勘案しつつ」においては、目先の契約での便益に限定すること

なく、中長期的な視点で評価して差し支えない。つまり、一般競争入札により調

達する場合の価格優位性に対して、地域の燃料供給拠点の維持、災害時の円滑な

燃料調達の観点で得られる便益を考慮することが求められる。 

○ 上記に該当し、随意契約を行う場合の根拠規定は、国等の場合は、予算決算及び

会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第９９条第１８号（組合の保護育成のため

これらの者から直接に物件を買い入れるとき）となる。地方公共団体の場合は、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第 1 項第２号及び

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２１条の１３第１項第

２号（その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき）となる。 

○ また、特定調達の場合においても、石油組合と契約する場合、地方公共団体の

場合は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令

（平成７年政令第３７２号）第３条第１項第２号により適用外となり、上記の

地方自治法施行令及び地方公営企業法施行令の根拠規定によって随意契約が可

能である。 

 

【解説】 

○ ①の随意契約の検討について、災害対策基本法等に基づき自治体が策定した地

域防災計画や石油組合との災害協定や石油連盟との覚書等によって災害時に優

先的に供給すべきとされている重要施設等については、特に、災害時の円滑な

① 災害時の燃料供給協定を締結している石油組合を活用して円滑な燃料

調達ができると認められる場合には、費用対効果等も勘案しつつ、当

該石油組合との随意契約を行うことができること。 

 

② 災害時の燃料供給協定等において災害時に優先的に供給すべきとされ

ている重要施設や緊急車両等については、当該石油組合との平時と災

害時の一体的な燃料供給に関する随意契約を誠実に検討すること。 



 
 

燃料供給に向けた日頃の関係構築や地域の燃料供給拠点の維持が重要であり、

随意契約の検討を誠実に行うことが求められる。 

○ なお、上述のとおり、随意契約をする場合の燃料の契約単価については、資源

エネルギー庁が公表する石油製品価格調査の価格（発注者が所在する都道府県

の平均価格）に連動した単価を用いることが推奨される。 

 

【解説】 

○ 地域防災計画や災害協定等によって災害時に優先的に供給すべきとされている

重要施設や緊急車両等について、一般競争により調達する場合には、災害時に

おける優先的な燃料供給体制を確保するとともに、地域内に燃料供給拠点を有

する石油販売業者（石油組合や組合員企業）が連携して対応することが重要で

あり、適切な地域要件の設定などを行うことを求められる。 

○ なお、一般競争入札により調達する場合の予定価格についても、資源エネルギー

庁が公表する石油製品価格調査の価格（発注者が所在する都道府県の平均価格）

に連動した単価を用いることが推奨される。 

 

 

【解説】 

〇 以下に該当する場合には、費用対効果等も勘案しつつ、可能な限り、分離・分割発

注を行うことを求めるもの。 

• 災害時の燃料供給協定を石油組合と締結していること 

• 当該石油組合と協定に参加している中小石油販売業者（組合員企業）を活用

することで円滑な燃料調達ができること 

 

○ 分離・分割発注の方法としては、例えば、以下の方法が考えられる。 

• ガソリン、軽油、重油などの商品等を種類ごとに分離すること 

• 契約期間を四半期ごとというように一定期間ごとに分割すること 

 

  【解説】 

④ 災害時の燃料供給協定を締結している石油組合及び当該協定に参加し

ている中小石油販売業者を活用して円滑な燃料調達ができると認めら

れる場合には、極力（８）に掲げる分離・分割発注を行うこと。 

③ 一般競争入札により調達する場合には、災害時における優先的な燃料

供給を要件とし、適切な地域要件の設定（地域内に燃料供給拠点を有

すること等）を行うこと。 

⑤ 原油価格の高騰や燃料油価格激変緩和事業の制度変更により燃料油価

格が上昇することを理由として、契約金額の変更について申出があっ

た場合には、迅速かつ適切に協議を行うこと。また、その旨の条項を

あらかじめ契約に入れるなど、受注者からの申出が円滑に行われるよ

う配慮すること。 



 
 

○ 原油価格等の高騰により燃料油価格が上昇した場合には、契約単価との乖離が

生じる可能性がある。そのため、適切に価格転嫁できるよう、契約単価の変更

に関する条項をあらかじめ契約に入れるとともに、受注者から契約金額の変更

について申出があった場合には迅速かつ適切に協議を行うなど柔軟な対応を求

めるもの。 

○ なお、上述のとおり、ガソリン等の石油製品は日常的に実勢価格を反映できる

ように、契約単価において、資源エネルギー庁が公表する石油製品価格調査の

価格（発注者が所在する都道府県の価格）に連動した単価を用いた場合には、

その限りではない。 

 




